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則

　

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
六
十
七
号

　
　
　
大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
大
分
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
六
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
い
う
」
を
「
い
い
、
「
高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入

院
関
係
医
療
」
と
は
、
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
の
う
ち
、
同
じ
月
に
保
険
医
療
機
関
に
お
い

て
対
象
患
者
（
第
十
一
条
の
認
定
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
受
け
た
医
療
で
あ
っ
て
、
当
該

医
療
に
係
る
一
部
負
担
額
（
医
療
保
険
各
法
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
合

算
額
が
医
療
保
険
各
法
及
び
医
療
保
険
各
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
以
下

「
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
も
の
を
い
う
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と

し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
健
康
保
険
法
第
六
十
三

条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

２　

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
保
険
薬
局
」
と
は
、
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保

　

険
薬
局
を
い
う
。

　

第
二
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

７　

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
肝
が
ん
外
来
医
療
」
と
は
、
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
又
は
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に

　

よ
る
肝
が
ん
の
患
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
分
子
標
的
治
療
薬
を
用
い
た
外
来
医
療
そ
の
他
の
外
来
医
療
で

　

保
険
適
用
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。

８　

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療
」
と
は
、
肝
が
ん
外
来
医
療
及
び
当
該
医
療
を
受
け
る

　

た
め
に
必
要
と
な
る
検
査
そ
の
他
の
医
療
で
保
険
適
用
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
い
い
、
「
高
療
該
当
肝
が

　

ん
外
来
関
係
医
療
」
と
は
、
令
和
三
年
四
月
以
降
に
行
わ
れ
た
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療
の
う
ち
、
同
じ
月

　

に
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
に
お
い
て
対
象
患
者
が
受
け
た
医
療
で
あ
っ
て
、
当
該
医
療
に
係
る
一

　

部
負
担
額
の
合
算
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
も
の
を
い
う
。

９　

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
合
算
関
係
医
療
」
と
は
、
令
和
三
年
四
月
以

　

降
に
行
わ
れ
た
、
同
じ
月
に
お
け
る
、
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
（
肝
が
ん
外
来
医
療
の
実

　

施
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療
の
一
部
負
担
額
を
合
算
し
た
額
が
高
額
療
養
費

　

算
定
基
準
額
（
対
象
患
者
が
七
十
歳
以
上
の
場
合
は
、
入
院
・
外
来
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
入
院
医

　

療
及
び
外
来
医
療
に
係
る
医
療
費
の
双
方
を
対
象
と
す
る
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
い
う
。
）
）
を
超

　

え
る
も
の
（
高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
又
は
高
療
該
当
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療
に

　

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

10　

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
対
象
医
療
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
医
療

　

（
第
一
号
に
あ
っ
て
は
一
部
負
担
額
が
医
療
保
険
各
法
及
び
医
療
保
険
各
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る

　

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
当
該

　

医
療
の
行
わ
れ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
医
療
を
受
け
た
月
数
（
医
療
保

　

険
各
法
の
規
定
に
よ
る
外
来
に
係
る
年
間
の
高
額
療
養
費
の
支
給
に
よ
り
、
対
象
患
者
が
肝
が
ん
・
重
度

　

肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
及
び
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療
に
つ
い
て
自
己
負
担
を
行
わ
な
か
っ
た
月
数
を
除

　

く
。
）
が
既
に
二
月
以
上
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
九
条
第
一
項
の
指
定
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
お

　

い
て
当
該
医
療
を
受
け
た
月
の
も
の
を
い
う
。

　

一　

高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療

　

二　

高
療
該
当
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療

　

三　

高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
合
算
関
係
医
療

　

第
九
条
第
一
項
中
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
医
療
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
肝
が
ん
・

重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
の
実
施
に
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　

一　

肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
医
療
及
び
肝
が
ん
外
来
医
療
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
肝

　
　

が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
の
実
施
に
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
医
療
機
関
（
以
下

　
　

「
入
院
等
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
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第
十
二
条
第
四
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
の
下
に
「
又
は
保
険
薬
局
」
を
加
え
る
。

　

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
医
療
記
録
票
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治

療
研
究
促
進
事
業
入
院
医
療
記
録
票
（
以
下
「
入
院
記
録
票
」
を
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進

事
業
医
療
記
録
票
（
以
下
「
医
療
記
録
票
」
に
改
め
、
「
指
定
医
療
機
関
」
の
下
に
「
又
は
保
険
薬
局
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
に
入
院
」
の
下
に
「
し
、
又
は
保
険
医
療
機
関
等
を
受
診
」
を
加
え
、
「
、
入
院

記
録
票
」
を
「
、
医
療
記
録
票
」
に
、
「
入
院
記
録
票
等
」
を
「
医
療
記
録
票
等
」
に
、
「
当
該
保
険
医
療

機
関
」
を
「
当
該
保
険
医
療
機
関
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
保
険
医
療
機
関
は
」
を
「
保
険
医
療
機

関
又
は
保
険
薬
局
は
」
に
改
め
、
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
知
事
が
別
に
定
め
る
疾
病
に
よ
り
当
該
保
険
医

療
機
関
等
を
受
診
し
た
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
患
者
に
対
し
、
肝
が
ん
外
来
医
療
を
実
施
し
た
場
合
」
を
加

え
、
「
入
院
の
あ
っ
た
月
ご
と
に
入
院
記
録
票
」
を
「
医
療
記
録
票
」
に
改
め
、
「
の
保
険
医
療
機
関
」
の

下
に
「
又
は
保
険
薬
局
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
入
院
記
録
票
等
」
を
「
医
療
記
録
票
等
」
に
改
め

る
。

　

第
十
九
条
中
「
第
十
条
第
四
項
」
を
「
第
十
条
第
五
項
」
に
、
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進

事
業
入
院
医
療
費
償
還
払
い
請
求
書
」
を
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
医
療
費
償
還
払
い

請
求
書
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
準
備
行
為
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

　

と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

　

医
療
機
関
の
指
定
の
申
請
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
通
知
は
、
こ
の
規

　

則
の
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
経
過
措
置
）

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す

　

る
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
を
受
け

　

て
い
る
保
険
医
療
機
関
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に

　

規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
を
い
う
。
）
は
、
新
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
入
院
等
指
定
医

　

療
機
関
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４　

施
行
日
前
に
受
け
た
旧
規
則
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
対
象
医
療
に
つ
い
て

　

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

二　

肝
が
ん
外
来
医
療
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事

　
　

業
の
実
施
に
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
医
療
機
関
（
入
院
等
指
定
医
療
機
関
を
除
く
。
）

　

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
指
定
医
療
機
関
」
の
下
に
「
又
は
保
険
薬
局
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
指
定
医
療
機
関
か
ら
受
け
た
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
対
象
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲

げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

入
院
等
指
定
医
療
機
関
か
ら
受
け
た
高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
に
係
る
費
用

　
　
　

医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
当
該

　
　

医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
合
算
額
か
ら
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額

　
　

イ　

医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
関
し
医
療
保
険
者
が
負
担
す
べ
き
額

　
　

ロ　

一
月
に
つ
き
一
万
円

　

二　

前
号
以
外
の
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
対
象
医
療
に
係
る
費
用　

同
じ
月
に
お
け
る
医
療
保
険
各
法
の

　
　

規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
医
療
に
要
す
る
費
用

　
　

及
び
前
号
の
費
用
（
肝
が
ん
外
来
医
療
の
実
施
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
算
額
か
ら
医
療
保

　
　

険
各
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
関
し
医
療
保
険
者
が
負
担
す
べ
き
額
を
控
除
し
た
額

　
　

（
以
下
「
高
療
自
己
負
担
月
額
」
と
い
い
、
高
療
自
己
負
担
月
額
が
一
万
円
以
下
の
場
合
を
除
く
。
）

　
　

と
一
万
円
と
の
差
額
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
助
成
す
る
額
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
七
十
歳
以
上
の
対

　
　

象
患
者
の
う
ち
、
医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
外
来
に
係
る
年
間
の
高
額
療
養
費
の
支
給
の
対
象
と

　
　

な
る
者
に
つ
い
て
は
、
毎
年
八
月
か
ら
翌
年
七
月
ま
で
の
間
に
お
い
て
高
療
自
己
負
担
月
額
（
肝
が
ん

　
　

外
来
関
係
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
算
額
が
十
四
万
四
千
円
を
超
え
る
部
分
を
除
く
。

　

第
十
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
二
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
「
と
き
」
の
下
に
「
、
又
は

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
が
あ
る
と
き
」
を
加
え
、
「
超
え
た
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同

条
第
三
項
中
「
参
加
者
（
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
参
加
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
指
定
医
療
機
関
か
ら
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
対
象
医
療
を
受
け
た
場
合
に
、
」
を
「
第
二
項
第
一

号
の
費
用
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
「
当
該
参
加
者
」
の
下
に
「
（
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
参
加
者

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
当
該
指
定
医
療
機
関
」
を
「
当
該
入
院
等
指
定

医
療
機
関
に
、
同
項
第
二
号
の
費
用
に
あ
っ
て
は
当
該
参
加
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同

条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
七
十
歳
未
満
の
対
象
患
者
の
助
成
額
を
算
定
し
た

　

場
合
に
お
い
て
、
な
お
残
る
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
及
び
肝
が
ん
外
来
関
係
医
療
に
係
る

　

一
部
負
担
額
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
一
部
負
担
額
の
合
計
額
を
同
項
に
定
め
る
助
成
額
に
加
え
て
助
成
す

　

る
も
の
と
す
る
。


